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北
米
ム
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衆
国
に
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け
る
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業
法
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次

一
、
糖
業
に
於
け
る
競
争
と
不
安
定
性

二
、
融
刷
業
に
針
す
る
政
府
の
統
制

ωリ
ヂ

ヨ

1

シ
ズ
・
コ
ス
テ
ィ
ガ
シ
法

一
、
糖
業
に
於
け
る
競
争
と
不
安
定
性

絡
業
は
一
克
来
競
合
的
な
不
安
定
な
性
格
含
内
包
し
て
い
る
。
臭
っ
た
原
料

か
ら
製
造
さ
れ
る
砂
糖
も
精
製
品
は
非
常
に
類
似
し
て
お
り
、
叉
消
費
者

の
商
標
に
依
る
選
択
が
あ
る
と
し
て
も
極
め
ぐ
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
。

甘
球
糖
業
の
処
理
能
力
は
八
百
万
ト
シ
、
甜
菜
糖
業
の
そ
れ
は
二
百
万
ト

シ
で
、
合
わ
せ
亡
一
千
万
ト
シ
に
な
り
、
之
等
生
産
能
克
は
平
均
消
費
量
を

二
五
乃
至
コ
一

o
w
m主
廻
る
。

直
接
の
加
工
告
は
特
に
甘
蕉
に
於
乞
低
く
、
一
般
の
費
用
は
甘
蕉
糖
、
甜

菜
糖
両
分
野
共
に
高
い
の
で
、
勢
い
、
良
一
で
こ
な
そ
う
と
す
る
傾
向
が
強
く

な
る
。
価
格
の
均
衡
が
破
れ
、
廉
売
戦
が
開
始
さ
れ
る
と
此
傾
向
は
一
一
層
強

〈
な
る
o
ポ

y
ド
当
り
利
潤
が
僅
少
な
の
で
、
小
さ
な
値
下
げ
で
あ
っ

τも

O 

.. 

糖

業

法

西

BB 

一一一

田

同伺伺

一
九
三
七
年
の
砂
糖
法

一
九
四
八
年

ω
砂
糖
法

統

制

の

影

響

利
潤
ど
こ
ろ
か
損
失
宇
招
く
こ
と
に
な
り
易
い
。
加
え
て
、
原
料
価
格
の
波

動
が
叉
、
此
不
安
定
を
助
長
す
る
の
で
あ
る
。

園
内
甜
菜
糖
及
び
甘
醸
の
精
製
薬
の
間
の
競
争
は
、
全
国
的
な
規
模
で
は

な
く
、
一
定
の
地
域
に
於
て
の
み
行
わ
れ
る
。
圏
内
で
膨
大
量
の
甜
菜
絡
が

生
産
さ
れ
る
が
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
を
除
い
て
そ
の
殆
ど
大
部
分
は
甘
熊

糖
と
さ
し
て
の
競
争
な
し
に
、
そ
の
地
域
、
地
域
で
消
費
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
甘
蕉
糖
は
精
製
設
備
の
あ
る
海
岸
線
か
ら
の
輸
送
授
が
笥
ば
っ

τ、
到

底
山
地
諮
州
に
迄
進
出
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
故
で
あ
る
。
だ
が
或
地
域
で

は
一
向
者
の
市
場
が
重
複
し
、
英
処
で
は
此
二
分
野
が
競
争
観
に
ま
み
え
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
で
関
税
、
補
助
令
、
割
当
等
、
何
等
が
の
形
で
現
わ
れ
る
政

府
の
仲
介
が
な
け
れ
ば
、
両
者
の
市
場
売
占
め
る
割
合
は
価
格
の
競
合
に
よ

っ
亡
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。



然
し
乍
ら
、
何
れ
か
の
形
に
よ
る
政
府
の
干
渉
は
、
当
初
歳
入
源
を
予
想

し
て
課
せ
ら
れ
た
最
初
の
関
税
法
l
一
七
八
九
年
!
以
来
、
不
動
の
政
策
と

さ
れ
来
っ
た
。
此
政
策
の
も
と
に
於
亡
、
甘
糖
精
製
業
者
は
繁
栄
し
た
。
そ

れ
は
粗
糖
に
賦
課
さ
れ
る
関
税
は
別
に
原
料
精
製
を
束
縛
せ
ず
、
叉
精
製
絡

に
賦
課
さ
れ
る
高
い
関
税
は
外
国
精
糖
業
者
に
対
し
、
圏
内
精
糖
業
者
を
保

護
し
た
か
ら
で
あ
る
。
叉
此
政
策
の
お
蔭
で
原
料
輸
入
に
対
す
る
関
税
が
低

か
っ
た
の
で
、
キ
ュ
ー
バ
は
ア
メ
リ
カ
の
砂
糖
供
給
の
殆
ど
五

O
%を
も
送

り
込
む
こ
と
が
出
来
る
様
に
な
り
繁
栄
し
た
。

一
九
一
一
一
一
年
の
関
税
法
を
除
い
て
、
砂
糖
に
課
せ
ら
れ
た
輸
入
関
税
の
当

初
の
歳
入
源
目
的
は
次
第
に
淡
く
な
り
、
園
内
甘
蕉
及
び
、
甜
菜
生
産
者
の

利
益
を
保
護
す
る
目
的
が
前
回
に
浮
び
上
つ
℃
来
て
、
一
九
三
一

O
年
に
は
関

税
率
が
増
利
さ
れ
た
。
キ
ュ
ー
バ
は
、
向
、
他
の
競
争
者
に
比
し
て
二

O
%

の
特
恵
を
受
け
て
い
た
け
れ
ど
も
d

最
も
痛
手
を
蒙
っ
た
。
勿
論
、
米
国
領

島
艇
及
び
フ
イ
リ
ピ
シ
か
ら
の
砂
糖
に
は
課
税
さ
れ
な
か
っ
た
。
園
内
蕉

糖
、
甜
菜
生
産
は
増
大
し
、
叉
同
様
に
米
国
領
島
嘆
の
そ
れ
も
増
大
し
た

が
確
立
は
さ
れ
亡
レ
な
か
っ
た
の
で
、
関
税
増
加
に
よ
る
保
護
が
要
一
望
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
同
年
に
新
関
税
率
が
諸
行
さ
れ
た
が
、
不
況
が
現
れ
始
め
、

諸
価
絡
は
下
落
を
一
示
し
出
し
た
。
一
九
二
九
年
か
ら
一
九
三
二
年
迄
の
聞

に
、
粗
糖
の
平
均
価
格

l
Z
2ミ。同
F
の一-吋・

l
は
一
・
九
九
三
仙
か
ら

0
・九コ一

O
仙
に
下
が
り
、
甜
菜
価
絡
は
ト
シ
当
り
七
・

O
入
弗
か
ら
五
・

三
六
弗
に
、
叉
精
製
の
卸
売
価
格
は
五
・

O
三
二
仙
か
ら
三
・
九
九

O
仙
に

下
が
っ
た
。
此
様
な
諸
価
格
の
大
幅
な
低
下
と
此
広
大
な
範
囲
を
占
む
る

産
業
の
各
地
域
別
に
依
る
費
用
の
懸
隔
に
伴
っ
て
、
競
争
状
態
は
混
乱
し
、

糖
業
は
第
一
次
大
戦
前
に
は
、
兎
も
角
も
保
た
れ
て
い
た
パ
ラ
シ
ス
を
失
つ

北
米
合
衆
図
に
於
け
る
糖
業
法

た
o
事
情
は
悪
化
し
て
、
特
に
せ
熊
糖
業
煮
は
外
地
の
甘
熊
ー
業
者
と
の
競
争

が
起
っ
て
闘
窮
し
た
。
一
九
二
五
年
の
始
め
に
は
、
キ
ュ
ー
バ
及
び
米
国
領

島
興
か
ら
輸
入
す
る
精
製
糖
は
着
々
と
増
加
し
て
い
た
。
輸
入
量
は
一
九
一
二

三
年
に
到
っ
て
六

0
0、
0
0
0
ト
シ
に
達
し
た
。
に
も
拘
ら
ず
砂
糖
の
消

費
量
は
増
大
し
な
か
っ
た
か
ら
、
結
局
之
等
地
域
か
ら
輸
入
さ
れ
た
精
製
糖

の
量
は
、
皐
寛
ア
メ
リ
カ
精
製
業
者
の
損
失
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
此
事
情

は
キ
ュ
ー
バ
及
び
米
国
領
島
艇
で
の
精
製
費
用
が
、
国
内
業
者
の
そ
れ
主
り

も
低
い
と
レ
う
事
実
に
依
っ
て
一
一
層
複
雑
化
し
た
。
精
製
糖
に
課
せ
ら
れ
た

関
税
は
園
内
精
製
業
者
に
十
分
な
保
護
脅
与
へ
な
か
っ
た
o

そ
れ
は
精
製
糖

へ
の
課
税
と
、
粗
糖
へ
の
課
税
と
の
開
き
が
十
分
と
は
言
へ
な
か
っ
た
為
で

あ
る
。

二
、
糖
業
収
対
す
る
政
府
の
統
制

付

ヂ

ヨ

l
ン
ズ
・
コ
ス
テ
イ
ガ
ン
法

圏
内
甘
薦
、
甜
菜
耕
作
者
を
援
助
し
、
叉
キ
ュ
ー
バ
緩
済
の
安
定
化
を
計
ろ

う
と
す
る
要
望
に
刺
激
さ
れ
て
、
議
会
は
一
九
三
四
年
、
ヂ
ヨ
l

y
ズ
・
コ

ス
テ
イ
ガ
シ
法
を
農
業
調
整
法

(
A
A
A
)
の
改
正
法
と
し
て
制
定
し
た
。

此
改
正
法
に
依
っ
て
農
務
長
官
は
毎
年
、
合
衆
国
大
陸
部
で
必
要
な
砂
糖

需
要
量
を
決
定
し
、
叉
そ
れ
を
供
給
す
る
各
地
域
に
割
当
を
定
め
て
、
供
給

総
量
と
、
消
費
量
を
等
し
く
し
よ
う
を
し
た
。
各
地
に
対
す
る
供
給
量
の
割
当

は
一
九
一
一
一
一
|
一
九
一
一
一
一
一
一
年
間
の
合
衆
国
市
場
に
於
け
る
夫
々
の
占
め
た
割

合
を
基
と
し
て
決
定
さ
れ
た
。

こ
れ
に
依
っ
て
、
ポ
シ
ド
当
り

0
・
五
仙
の
加
工
税
が
砂
糖
工
場
に
課
せ

一
一一一



北
米
合
衆
国
に
於
け
る
糖
業
法

ら
れ
叉
其
処
か
ら
出
る
徴
集
金
は
、
農
務
長
官
の
指
定
に
依
つ
℃
生
産
制
限

を
受
け
る
甘
旗
、
甜
菜
耕
作
若
に
利
益
支
払
守

8
0
E
回
目

2
5
2
M
H
)
と
し
て

支
払
わ
れ
た
。
更
に
文
、
此
法
に
依
っ
て
、
キ
ュ
ー
バ
、
ハ
ワ
イ
、
ボ
ル
ト
リ

コ
、
フ
イ
リ
ツ
ピ
シ
諸
島
か
ら
輸
入
さ
れ
る
諸
精
製
糖
の
量
が
制
限
さ
れ
た
。

ヂ
ヨ

1
シ
ズ
・
コ
ス
テ
イ
ガ
シ
法
は
一
九
コ
一
六
年
一
月
に
、
ホ
1
ザ
ツ
グ

・
ミ
ル
ズ
事
件
に
於
け
る
大
審
院
の
判
定
で
廃
止
に
な
っ
た
。

伺
一
丸
一
一
一
七
年
の
砂
糖
法

之
は
ヂ
ヨ

1
y
.ス
・
コ
ス
テ
イ
ガ
シ
法
と
似
た
も
の
で
あ
る
が
、

0
・
五

仙
を
加
工
税
と
し
℃
で
は
な
く
、
国
内
、
消
費
税
と
し
て
、
全
部
の
砂
糖
に
賦

課
し
た
o

割
当
制
は
合
衆
国
え
の
砂
糖
供
給
源
全
地
獄
に
設
定
さ
れ
、
そ
の

中
五
五
・
五
九
%
が
国
内
の
甘
煎
・
甜
菜
糖
及
び
ハ
ワ
イ
、
ボ
ル
ト
リ
コ
、

ヴ
ア

1
ジ
シ
諸
島
の
糖
業
に
保
留
さ
れ
た
o

そ
の
残
り
が
キ
ュ
ー
バ
に
一
一

八
二
ハ
O
%
、
そ
の
他
フ
イ
リ
v
ピ
シ
及
び
諸
外
国
に
割
当
て
ら
れ
た
o
生

産
制
限
、
最
低
賃
金
、
農
場
労
仇
の
最
大
時
間
等
に
関
し
、
一
定
の
拘
束
を

う
け
る
耕
作
者
に
は
補
助
金
が
交
付
さ
れ
た
。
叉
キ
ュ
ー
バ
、
米
国
領
島
艇

か
ら
の
輸
入
精
製
糖
は
制
限
さ
れ
た
。

伺
一
九
四
八
年
の
砂
糖
法

此
法
律
に
あ
っ
ゼ
は
、
農
務
長
官
は
翌
年
度
の
需
要
を
満
た
す
砂
糖
消
費

量
を
決
定
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
此
決
定
は
次
の
諸
項
を
基
礎
と
し
て
な
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
前
年
の
十
月
三
十
一
日
で
終
る
十
二
ヶ
月
間
の
、
消
費
国
に
分
配
さ
れ
た

砂
糖
量

二
、
手
持
砂
糖
の
不
足
叉
は
過
剰
に
対
す
る
翻
酌

一
二
、
人
口
及
び
需
要
事
情
の
安
化
に
伴
い
発
生
す
る
諸
菱
化
の
考
慮

一
一一一一

問
、
之
に
加
え
亡
、
義
務
長
官
は
此
決
定
に
依
つ
℃
影
響
さ
れ
る
卸
市
場
の

精
製
砂
糖
価
格
と
、
合
衆
国
の
↓
般
生
活
費
と
の
相
互
関
係
を
考
慮
に
入

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

五
、
上
記
の
条
件
の
何
れ
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
に
依
っ
て
農
務
長
官
は
消
費

量
の
決
定
を
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
要
点
は

Y
消
費
者
に
と
っ
ぐ
過

重
な
負
担
と
な
ら
ず
、
且
園
内
糖
業
の
利
益
か
正
当
に
維
持
し
、
保
護
す

る
様
な
価
格
で
消
費
が
行
わ
れ
る
様
に
4

供
給
そ
確
立
す
る
こ
と
が
要
望

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

割

蛍需
要
配
分
は
砂
糖
供
給
源
た
る
国
内
国
外
の
諮
生
産
地
援
に
振
当
て
ら
れ

た
。
一
九
四
八
年
の
砂
糖
法
は
そ
の
前
身
と
異
り
、
園
内
源
地
法
(
大
陸
部

及
び
諸
島
を
含
む
)
に
対
し
ぐ
、
百
分
率
に
依
る
割
当
だ
け
で
は
な
く
、
明

確
に
割
当
盈
を
指
定
し
た
。
之
割
当
量
は
四
、
三
六
入
、

0
0
0
ト
シ
に
及

び
、
内
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

地

域

釈

糖

シ

ョ

ー

ト

、

ト

シ

圏

内

甜

茶

糖

一

、

八

0
0、
0
0
0

本

土

甘

薦

五

0
0
、
0
0
0

ハ

ワ

イ

一

、

O

五

一

一

、

0
0
0

ボ

ル

ト

リ

コ

丸

一

O

、

0
0
0

グ
ァ

1
ジ
Y
諸

島

六

、

0
0
0

計

・

問

、

二

六

八

、

0
0
0

フ
イ
リ
ツ
ピ

y
は
一
九
四
六
年
の
フ
イ
リ
ツ
ピ
Y
通
商
法
に
よ
っ
て
、

九
八
O
、

0
0
0
ト
ン
の
割
当
が
与
へ
ら
れ
た
。
以
上
の
を
推
定
消
費
量
分

か
ら
差
引
い
た
残
余
の
分
に
つ
い
て
、
そ
の
九
八
・
六
四
%
を
キ
ュ
ー
バ
、



一
二
二
六
%
を
キ
ュ
ー
バ
及
び
7

イ
リ
ツ
ピ
シ
を
除
い
た
外
国
に
割
当
て
ら

れ
た
。
だ
か
ら
、
フ
イ
リ
ツ
ピ
シ
を
除
く
外
国
と
キ
ュ
ー
バ
は
第
二
義
的
な

供
給
者
で
あ
っ
た
。

但
し
キ
ュ
ー
バ
に
は
推
定
消
費
総
量
の
二
八
・
六
%
と
い
う
最
低
割
当
量

が
協
定
さ
れ
、
保
証
さ
れ
乞
い
た
o
即
ち
、
キ
ュ
ー
バ
の
割
当
量
が
、
法
の

定
め
る
条
項
に
従
っ
と
惟
定
消
費
量
の
二
八
・
六
%
に
満
た
な
い
場
合
に

は
、
そ
の
最
低
量
を
確
保
す
る
た
め
に
、
圏
内
諸
地
域
へ
の
割
当
が
或
程
度

削
減
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

精
製
糖
の
輸
入
は
五
八
六
、
六
四
九
ト
シ
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
内
訳
は
、

ハ
ワ
イ
に
一
一
九
、
六
一
六
ト
ヅ
、
ボ
ル
ト
リ
コ
に
一
一
一
六
、
。
一
一
一
一
一
一
ト
ヅ
、

フ
イ
リ
ツ
ピ
シ
に
五
六
、

0
0
0
ト
シ
、
キ
ュ
ー
バ
に
三
七
五
、

0
0
0
ト

y
で
、
此
精
製
橋
は
前
記
割
当
の
中
に
.
含
ま
れ
る
。

砂
糖
消
費
税

粗
糖
百
ポ
シ
ド
当
り
五

O
仙
の
消
費
税
(
精
製
糖
に
換
算
し
て
百
ポ
y
ド

当
り
五
一
二
・
五
仙
に
等
し
い
)
は
、
生
産
地
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
総
℃
の
砂

糖
に
課
せ
ら
れ
る
0

・

録

件

支

椀

農
務
長
官
は
此
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
依
っ
て
、
次
の
様
な
諸
条
件
に
応

じ
た
園
内
生
産
者
に
は
支
払
を
な
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

一
、
耕
作
者
は
十
四
才
以
下
の
子
供
を
雇
傭
出
来
ず
、
叉
十
四
1

十
六
才
の

子
供
に
は
、
一
日
八
時
間
を
超
え
る
労
品
川
を
課
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

二
、
甜
菜
及
甘
康
の
生
産
、
耕
作
、
収
穫
の
た
め
農
場
に
傭
入
れ
た
労
仇
者

に
は
、
農
務
長
官
の
定
め
た
汐
正
当
且
つ
充
分
な
H
M

給
与
を
支
払
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。

北
米
合
衆
闘
に
於
け
る
糖
業
法

一
二
、
耕
作
者
は
長
官
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
一
定
の
持
分
(
耕
作
商
漬
割
当
〉

を
超
え
亡
、
甜
菜
及
び
砂
糖
の
取
引
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

四
、
甜
菜
又
は
甘
薦
の
耕
作
者
で
同
時
に
加
工
を
も
な
す
も
の
は
、
他
の
生

産
者
の
子
で
生
産
さ
れ
自
身
で
加
工
し
た
甜
菜
叉
は
甘
薦
に
対
し

τ、
長

官
の
定
む
る
グ
正
当
旦
つ
充
分
な
u
支
払
ひ
そ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

耕
作
者
に
な
さ
れ
る
支
払
い
は
、
農
場
で
生
産
さ
れ
た
甜
菜
叉
は
甘
擦
が

商
品
と
し
て
償
わ
れ
る
様
な
砂
糖
又
は
糖
液
の
基
準
に
於
て
行
わ
れ
る
。

支
払
の
基
準
率
は
粗
糖
百
ポ

y
ド
に
付
八

O
仙
。
生
産
が
砂
糖
換
算
で
さ

五
O
ト
y
を
超
え
る
農
家
に
対
す
る
支
払
基
準
率
は
減
ら
さ
れ
る
o

長
官
は
叉
、
千
越
、
洪
水
、
嵐
、
凍
結
、
病
虫
害
等
に
起
因
す
る
作
付
図
積

の
放
棄
又
は
収
穫
不
足
に
対
し
、
正
当
と
認
め
た
場
合
に
は
支
払
を
な
す
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。

取

引

制

限

長
官
は
如
何
な
る
地
域
に
対
し
て
も
、
砂
糖
の
波
引
叉
は
輸
入
に
従
事
し

℃
い
る
者
に
割
当
を
定
め
う
る
。
割
当
は
長
官
が
次
の
事
即
ち
、
砂
糖
を
攻

引
場
裡
に
順
調
に
流
通
さ
せ
、
安
定
し
た
供
給
を
維
持
し
、
叉
如
何
な
る
地

域
の
割
当
に
つ
い
て
も
そ
の
範
囲
内
で
砂
糖
取
引
の
均
等
な
る
機
会
を
関
係

諸
国
体
に
得
せ
し
む
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
行
わ
れ
る
。

之
等
多
〈
の
条
項
を
見
C
も
、
此
国
の
糖
業
が
如
何
に
他
の
産
業
に
比
し

て
、
政
府
の
手
に
依
る
制
限
が
加
え
ら
れ
乞
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
。
政
府
は
農
務
長
官
を
通
じ
C
翌
年
度
の
国
内
砂
糖
消
費
量
を
決
定
す

る
。
若
し
そ
の
推
定
量
が
吹
き
す
ぎ
る
と
価
絡
は
下
が
り
、
叉
反
対
に
過
少

な
場
合
は
上
る
で
あ
ろ
う
。
政
府
は
各
農
家
に
耕
作
許
可
面
積
を
指
定
し
、

彼
等
の
抗
議
に
対
し
ぐ
は
農
場
規
模
に
基
礎
を
置
い
ぐ
、
消
費
者
か
ら
の
税

一一一
一
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金
を
支
払
う
o
政
府
は
単
に
関
税
支
払
を
終
え
て
輸
入
さ
れ
る
砂
糖
の
総
量

点

T
一
固
定
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
如
何
な
る
輸
入
業
者
に
つ
い
ぐ
も
、
彼
の

決
定
さ
れ
た
総
割
当
の
範
囲
内
で
買
い
う
る
量
を
制
限
す
る
権
利
を
も
持
つ

も
の
で
あ
る
。

同
統
制
の
彫
響

以
上
の
如
〈
、
糖
業
は
競
合
的
な
産
業
で
あ
り
、
叉
代
々
、
不
安
定
性
を

内
包
L
℃
い
る
。
販
売
面
に
於
て
百
分
率
と
し
亡
表
わ
さ
れ
る
利
潤
は
、
食

品
産
業
の
一
つ
と
し
乞
見
〈
も
比
較
的
に
小
さ
い
。
積
極
的
な
政
策
が
施
行

さ
れ
た
一
九
三
四
年
以
来
、
利
潤
は
不
況
時
代
よ
り
は
向
上
し
た
が
、
こ
れ

は
外
の
諸
産
業
に
つ
い
吃
も
等
し
く
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
o
叉
戦
争
中
の

利
潤
は
戦
争
前
よ
り
は
向
上
し
た
が
、
こ
れ
と
て
も
一
般
産
業
と
比
し
て
は

高
レ
も
の
で
は
な
か
っ
た
o
こ
れ
は
主
と
し
ゼ
、
国
内
生
産
地
域
に
於
け
る

労
力
不
足
に
起
因
す
る
原
料
不
足
と
、
外
地
供
給
源
の
粗
蛸
帽
を
運
ぶ
輸
送
力

に
紋
け
た
為
で
あ
っ
た
。

叉
特
に
政
府
の
施
策
が
な
さ
れ
た
期
間
の
二
分
の
一
以
上
が
戦
時
で
あ
っ

た
事
実
を
者
慮
す
る
と
、
公
共
の
福
祉
の
立
場
か
ら
、
政
策
の
是
否
、
叉
は

効
果
的
に
行
は
れ
た
か
否
か
に
就
い

τ、
未
だ
回
一
言
出
来
ぬ
が
、
そ
の
質
し

た
結
果
を
考
察
す
れ
ば
、
関
係
者
分
野
の
中
で
、
最
も
恩
恵
を
蒙
っ
た
の
は

甜
菜
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
由
は
次
の
様
な
も
の
カ
あ
る
。

一
、
輸
入
税
と
割
当
制
ハ
宮
♀
釦
ろ
は
彼
等
を
、
よ
り
安
価
に
生
産
さ
れ
る

外
国
の
甘
康
と
の
価
格
競
争
よ
り
保
護
し
た
。

二
、
甘
擦
の
場
合
に
於
け
る
海
岸
線
精
製
地
帯
の
輸
送
費
が
、
甜
菜
の
場
合

に
は
な
い
の
で
、
彼
等
の
市
場
に
あ
っ
℃
は
立
場
守
一
層
有
利
に
し
た
。

三
、
甜
菜
生
産
者
に
課
せ
ら
れ
た
割
当
は
、
彼
の
実
際
生
麗
よ
り
小
さ
レ
の

四

が
普
通
で
あ
っ
た
。
即
ち
作
付
減
反
が
命
ぜ
ら
れ
た
一
九
四
一
年
迄
は
、

事
実
上
相
当
、
制
限
の
外
側
で
作
つ
乞
い
た
の
で
あ
る
。

四
、
甜
菜
精
糖
業
者
に
対
凶
℃
は
、
甜
菜
の
価
格
は
ス
ラ
イ
デ
シ
グ
・
ス
ケ

ー
ル
制
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
こ
れ
は
砂
糖
の
市
場
価
格
及
び
甜
菜
の
糖

分
含
有
率
に
基
礎
を
置
い
て
定
め
ら
れ
た
。
叉
之
等
業
者
の
中
、
甜
菜
を

耕
作
す
る
も
の
に
は
、
財
務
省
か
ら
作
付
制
限
及
び
労
的
基
準
の
遵
守
に

対
し
と
利
益
支
払
が
な
さ
れ
た
。

叉
、
米
国
領
島
艇
の
甘
諜
生
産
者
も
有
利
な
地
位
を
占
め
た
、
彼
等
の
生

産
費
は
低
く
、
叉
関
税
の
対
称
と
は
な
ら
ず
、
取
引
制
限
は
同
業
者
の
膨
脹

を
制
限
す
る
一
方
彼
等
の
割
当
は
世
界
市
場
合
上
廻
る
価
格
で
、
確
実
な
取

引
市
場
を
保
証
す
る
に
十
分
で
あ
り
、
加
ふ
る
に
、
利
益
支
払
を
も
受
け
た

の
で
あ
る
可

最
も
惨
め
だ
っ
た
の
は
輸
入
砂
糖
の
園
内
精
製
業
者
で
あ
っ
た
。
彼
等
は

法
で
規
定
さ
れ
た
割
当
合
う
け
な
か
っ
た
の
で
、
甜
菜
糖
と
海
外
精
製
業
者

が
持
分
を
売
払
っ
た
後
に
、
始
め
乞
園
内
取
引
市
場
に
入
り
え
た
の
で
あ
っ

て
、
彼
等
が
受
け
た
保
護
主
言
へ
ば
、
海
外
か
ら
輸
入
さ
れ
る
精
製
糖
は

五
八
五
、
六
四
九
ト
シ
を
超
え
て
は
な
ら
レ
と
す
る
条
項
の
み
で
あ
っ
た
。

(
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
)
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